
建築基準法による石綿規制の概要

石綿による健康被害を防止するため､建築物における石綿の使用を規

制する。
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「霄臺７
○吹付け石綿など､石綿を飛散させる危険性があるものについては､建

築物の利用者に健康被害を生ずるおそれ。

○このため､今後､石綿の飛散による健康被害が生じないよう､建築物

における石綿の使用に係る規制を導入する。

厄〒爾症U51Wi雲１
石綿の飛散のおそれのある建築材料の使用を規制する。

※具体的には､吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールが規制

の対象

【規制の効果】

①増改築時における除去等を義務づけ．

②石綿の飛散のおそれのある場合に勧告･命令等を実施

③報告聴取･立入検査を実施

④定期報告制度による閲覧の実施

施行期日:平成１８年１０月１日予定

厄〒蔽苓司症面､i婁可
①飛散することにより著しく衛生上有害な物質として石綿を定めるこ

と。

②増改築時には､原則として石綿の除去を義務づけるが､増改築部

分の床面積が増改築前の床面積の１／2を超えない増改築時には、

増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許
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容すること。

③大規模修繕･模様替時には､大規模修繕･模様替部分以外の部分

について､封じ込めや囲い込みの措置を許容すること｡

④エ作物についても､石綿に関して建築物同様の規制を行うこと等゜
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4.省令･告示改正等の概要

ＪＪＩＮ≠ ｙ】

･建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴い必要となる確認申請

図書を定めること等

T】Ｐ■.'

･石綿等を飛散又は発散させるおそれがない石綿等をあらかじめ添加し

た建築材料として､吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウール以外

の石綿をあらかじめ添加した建築材料を定めること。

Ⅵ】Pｑめハｈ７卜l弁

①封じ込めの措置の基準

･建築基準法第37条により認定された石綿飛散防止剤(以下｢防止剤｣と

いう｡)を用いて､石綿が添加された建築材料を被覆し､又は添加され

た石綿を建築材料に固着させること。

･石綿が添加された建築材料に著しい劣化､損傷がある場合に当該部分

から石綿が飛散しないようにする措置を行うこと等

②囲い込みの措置の基準

･石綿が添加された建築材料を板等の石綿を透過しない材料で囲い込む

こと。

･石綿が添加された建築材料に著しい劣化､損傷がある場合に当該部分

から石綿が飛散しないようにする措置を行うこと等
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２１－正

４４６壱の－首|jを[Z【止する筈 の準

｡封じ込めの措置に用いる防止剤を建築基準法第37条第２項の認定の

対象に追加すること。

･防止剤の品質に関する技術的基準として次の内容を定めること。

①次の品質基準及びその測定方法を定めること。

イ防止剤の塗布量の下限の基準値が定められていること。

ロ防止剤を塗布した建築材料に空調機器等の風が作用した際に、当該

建築材料から飛散する繊維が認められないこと。

ハ防止剤を塗布した建築材料に固形物が衝突した際に､生じるくぼみ

の深さが防止剤を塗布しない場合と比較して大きくなく､脱落又は亀裂

が生じない性能を有すること。

=防止剤を塗布した建築材料仁引張力が作用した際に､防止剤によ

る塗膜又は固着層の付着強さが低下しないこと。

②検査項目として､防止剤の組成等を定め､資材の納品書による等のそ
の検査方法を定めること
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